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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。）

及び学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措

置に関する指針（平成 16 年文部科学省告示第 161 号）に基づき、北里大学（以下「本学」という。）

における個人情報に関する基本的事項を定めるとともに、個人の権利利益を保護することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 個人情報 

現在及び過去の学生及びこれに準ずる者、学生等の保護者及び保証人並びに本学への入

学志願者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

（２） 個人情報データベース等 

個人情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

ア 一定の業務の目的を達成するために、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したもの 

イ アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために、氏名、生年月日その他の

記述により、特定の個人情報を手作業で容易に検索処理することができるように体系的

に構成したもの 

（３） 個人データ 

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

（４） 保有個人データ 

教職員が職務上作成し、又は取得した情報であって教職員が組織的に利用するものとし



て、本学が保有しているものをいう。なお、当該保有個人データは、第４章の対象となる。 

（５） 本人 

個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

（大学及び学長の責務） 

第３条 本学は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う本人の権利利益の侵害

防止に関して必要な措置を講じるものとする。 

２ 北里大学学長（以下「学長」という。）は、関係法令及び本規程の趣旨にのっとり、個人情報の適

正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及び実施するとともに、個人データの管理につ

いて、これを統括する。 

（教職員の責務） 

第４条 個人情報を取り扱う教職員は、法令及び本規程を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとと

もに、個人データの正確性及び安全性の確保に努めなければならない。 

２ 個人情報を取り扱う教職員は、業務上、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない。 

３ 前項の規定は、教職員がその職を退いた場合にあっても、同様とする。 

（個人情報保護管理者） 

第５条 この規程の目的を達成するため、個人情報保護管理者（以下「管理者」という。）を置く。 

２ 前項に規定する管理者の区分は、次のとおりとする。 

（１） 学長（統括管理責任者） 

（２） 各学部等にあっては、研究科長、学府長、学部長、一般教育部長、附置研究所長、附属施

設長（病院長及び学部附属施設長を除く。）、大学の下に置かれる各施設（センター）長（以

上、管理責任者）及び各学部等事務長（副管理責任者） 

（３） 法人本部にあっては、事務本部長（管理責任者）及び各部署長（副管理責任者） 

３ 管理責任者及び副管理責任者は、統括管理責任者を補佐し、その所管する部門の個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、個人情報の保護に関連する問題が生じた

場合には、迅速かつ適切に対処するものとする。 

４ 管理責任者及び副管理責任者は、本規程の定めに従い、その所管する業務の範囲内における個人

情報について、教職員がこれを適正に取り扱うよう指導し、及び監督するとともに、所管する保有

個人データの開示及び訂正等の請求に関し、これを適正に処理する責任を負う。 

５ 保有個人データの管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該管理責任者間の協議により、

これを定めるものとする。 

第２章 個人情報の取扱い 

（個人情報の収集制限） 

第６条 個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、目的の達成に必要な限度において収集しなけれ

ばならない。 

２ 次の各号に掲げる個人情報は、収集してはならない。 

（１） 思想、信条及び宗教に関する事項 



（２） 社会的差別の原因となる事項 

３ 個人情報を収集するときは、本人から直接に情報を収集しなければならない。ただし、次の各号

に該当する場合は、その限りでない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 北里大学同窓会、学部同窓会、北里大学 PPA、学部父母（兄）会その他本学の関連会社（以

下「関連第三者」という。）から本人に関する情報の提供を受けたとき。 

（３） 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

（４） 第 13 条に定める北里大学個人情報保護委員会が正当な理由があると認めたとき。 

（個人情報の利用制限） 

第７条 収集した個人情報は、収集した目的以外に利用してはならない。ただし、次の各号に該当す

る場合は、その限りでない。 

（１） 本人の同意があるとき。 

（２） 法令に基づくとき。 

（３） 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難なとき。 

（４） 管理者が調査又は統計をとる必要があると認めたとき。 

（５） 北里大学個人情報保護委員会が正当な理由があると認めたとき。 

（第三者提供の制限） 

第８条 収集した個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。ただ

し、次の各号に該当する場合は、その限りでない。 

（１） 法令に基づくとき。 

（２） 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難なとき。 

（３） 北里大学個人情報保護委員会が正当な理由があると認めたとき。 

２ 関連第三者に関しては、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を提供することができ

る。 

３ その他の第三者への情報提供に関しては、当該管理責任者の了承を得て、利用目的の達成に必要

な範囲内において提供することができる。 

第３章 個人情報の管理 

（個人情報の適正管理） 

第９条 管理者は、個人情報の安全管理及び正確性を確保するために、次に掲げる事項について適切

な措置を講じなければならない。 

（１） 個人情報の改ざん、漏えい、紛失又は毀損を防止すること。 

（２） 利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと。 

（３） 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去すること。 

（委託における取扱い） 



第 10 条 管理者は、個人情報の処理を伴う業務の全部又は一部を学外の業者等（以下「受託者」と

いう。）に委託しようとするときは、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するもの

とし、委託する個人情報の安全管理が図られる受託者に必要、適切な監督を行わなければならない。 

２ 管理者は、受託者と委託契約及び覚書を締結するに当たり、個人情報の改ざん、漏えい、紛失又

は毀損の防止、再委託する場合の再委託の範囲、再委託先の監督及び事故時の責任分担等に関する

事項を当該契約書等に明記しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報の取扱いについては、契約条項を遵守し、業務遂行において個人情報の保護

に努めなければならない。 

４ 受託者は、業務上知り得た個人情報を業務以外の目的で契約に定める者以外に漏らしてはならな

い。また、個人データベース等を不正に利用してはならない。 

第４章 個人情報の開示及び訂正等 

（自己情報の開示請求と訂正等） 

第 11 条 本人は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を管理する管理者に対して開示請

求することができる。 

２ 管理者は、本人から当該本人の個人情報の開示を求められた場合は、遅滞なく当該個人情報を開

示しなければならない。 

３ 管理者は、本人から当該個人情報の内容が事実でないという理由によって、内容の訂正、追加又

は削除（以下「訂正等」という。）を請求されたときは、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基

づき、当該個人情報の訂正等を行わなければならない。 

４ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に個人情報の全部又は一部を開示しない

ことができる。この場合、管理者は、当該本人にその理由を文書により通知しなければならない。 

（１） 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 

（２） 大学の業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（３） その他北里大学個人情報保護委員会が定めたとき。 

第５章 苦情の処理及び相談 

第 12 条 管理者は、個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するため、苦情及び相談

を受け付けるための窓口を設置する。 

２ 前項に規定する窓口は、原則として、各学部等事務室及び法人本部各部署とする。 

３ 苦情の処理及び相談のうち、その案件内容によって特に必要と認められる場合は、北里大学個人

情報保護委員会に審議を要請するものとする。 

第６章 個人情報保護委員会 

（委員会） 

第 13 条 学校法人北里研究所理事会（以下「理事会」という。）の下に、本学の個人情報の保護に関

する重要事項を審議するため、北里大学個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第 14 条 委員会は、次の事項を審議する。 

（１） 個人情報の保護に関する基本的施策に関する事項 



（２） 各部門（病院を含む。以下同じ。）から個人情報の保護の取扱いに関して付議された事項 

（３） 第５条第５項による管理者間で協議が調わなかった場合の取扱いに関する事項 

（４） その他個人情報の保護に関する重要な事項 

２ 委員会は、必要に応じて理事会に審議結果を報告し、又は付議するものとする。 

（委員会の構成） 

第 15 条 委員会は、次の委員をもって構成する。 

（１） 学長 

（２） 副学長 

（３） 北里大学学生指導委員会委員長 

（４） 総務担当常任理事 

（５） 事務本部長 

（６） 教学センター、総務部、人事部の各部署長 

（７） その他、理事長が指名する者 

２ 委員長は、学長とする。 

３ 委員会に、副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長が指名する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（委員会の運営） 

第 16 条 委員会は委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員会は、委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第 17 条 委員会の事務局は、学事企画部及び総務部が担当する。 

（各学部等委員会） 

第 18 条 各学部等にそれぞれ個人情報保護委員会（以下「各学部等委員会」という。）を置く。 

第７章 教育・研修等 

（教育及び研修） 

第 19 条 学長及び管理者は、この規程及び関係法令等の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱い

を確保するため、教職員に対する必要な教育、研修等を実施しなければならない。 

（監査） 

第 20 条 個人情報の保護の取扱いに関する運用が確実に行われるよう、監査室が監査を行うものと

する。 

第８章 雑則 

（法等の取扱い） 

第 21 条 この規程に定めるもののほか、個人情報の保護の取扱いに関する事項については、法及び

その他関係法令により取り扱うものとする。 

（内規等の制定） 



第 22 条 各部門は、当該部門の個人情報の保護に関し、適切に対応するため、原則として、この規

程に準じて内規等を定めるものとする。 

（この規程の改廃） 

第 23 条 この規程の改廃は、北里大学学部長会の議を経て、理事会において決定する。 

附 則 

この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 26 年９月１日から施行する。 

附 則（北学総第 28－11825 号） 

この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 


